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適用がなくなります。

　家屋を取り壊したときは、この届によりすみやかに連絡をしてください。

　取り壊した家屋の固定資産税は、翌年度から課税されません。

　登記済家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の手続きの手続きをする必要があります。

　　（札幌法務局滝川支局　滝川市緑町１丁目６－１　Tel 0125-23-2330）

　住宅を取り壊した宅地について、引き続き住宅を建築しない場合は、「住宅用地の特例措置」の

提出の際の注意事項

　「総床面積」欄には、小数第二位まで記入してください。

　「所有者」欄は、届出人と異なる場合のみ記入してください。

　「取り壊した後の土地利用状況」欄には、該当するものに✓してください。「建替え」に✓

した場合は、（　）内に建替える住宅の完成予定日を記入してください。「その他」に✓した

場合は、（　）内に具体名を記入してください。

　「解体証明欄」には、解体をした業者が記入してください。別紙で「解体証明書」を添付し

ていただいてもかまいません。解体証明欄に記入または解体証明書を添付することが困難な場

合または自分で家屋を解体した場合は空欄でかまいません。

　●記入上の注意点

　家屋の情報（家屋所在地、用途、構造、総床面積、建築年）は、納税通知書を送付した際に

同封している課税明細書をご参照ください。

　「用途」と「構造」欄には、該当するものに✓してください。「その他」に✓した場合は、

（　）内に具体名を記入してください。


